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箏
曲
　
宮
城
社
　
麗
調
会

浅

野
　

啓

子

上
京
区
元
中
之
町

　

箏
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
に
遣
唐
使
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
伝
え
ら

れ
た
。
京
都
に
都
が
移
っ
た
平
安
時
代
以
降
は
、
紫
式
部
の
「
源
氏
物
語
」

や
清
少
納
言
の
「
枕
草
子
」
な
ど
に
、
天
皇
や
公
家
・
貴
族
の
間
で
雅
楽

を
演
奏
す
る
楽
器
の
一
つ
と
し
て
箏
を
愛
で
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

祇
園
祭
に
巡
行
す
る
山
の
一
つ
に
伯は
く

牙が

山や
ま

が
あ
る
。
別
名
を
琴こ
と

破わ
り

山や
ま

と

も
言
い
、
御
神
体
で
あ
る
人
形
は
斧
を
手
に
持
ち
、
今
に
も
琴
を
打
ち
破

ろ
う
と
す
る
姿
だ
。
中
国
の
周
時
代
、
琴
の
名
人
伯
牙
が
自
分
の
琴
演
奏

を
真
に
解
し
て
く
れ
た
友
人
で
あ
る
鍾
し
ょ
う
子し

期き

の
死
を
聞
き
、そ
の
絃げ
ん

を
断
っ

て
再
び
弾
く
こ
と
が
な
か
っ
た
故
事
を
表
し
て
い
る
。

　

時
代
は
下
っ
て
、
現
代
の
箏
曲
は
、
宮
城
道
雄
の
名
を
抜
き
に
は
語
れ

な
い
。
宮
城
は
１
８
９
４
年
（
明
治
27
）
神
戸
三
宮
居
留
地
内
で
生
ま

れ
た
が
生
後
２
０
０
日
で
目
の
病
気

を
患
い
、
１
９
０
２
年
（
明
治
35
）、

８
歳
の
時
に
失
明
宣
告
を
受
け
、
二

代
中
島
検
け
ん
ぎ
ょ
う校
に
入
門
し
た
。
以
後
、

箏
曲
家
と
し
て
作
曲
、
演
奏
の
道
を

歩
み
、
邦
楽
に
西
洋
音
楽
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
活
性
化
を
図
り
、
新
し

い
音
楽
世
界
を
開
い
た
。そ
れ
は「
新

日
本
音
楽
」
運
動
と
称
さ
れ
現
代
邦

楽
発
展
の
起
爆
剤
と
な
っ
た
。
32
年

（
昭
和
７
）
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
女

流
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、ル
ネ
・
シ
ュ

メ
ー
と
「
春
の
海
」
を
協
演
、
好
評

を
博
し
世
界
的
な
名
声
を
得
る
こ
と

に
な
っ
た
。
48
年
（
昭
和
23
）
に
日

本
芸
術
院
会
員
と
な
り
、
51
年
（
昭

和
26
）
に
宮
城
会
（
門
人
が
一
つ
の

　

新
年
の
テ
レ
ビ
番
組
で
、箏
曲
「
春
の
海
」
の
メ
ロ
デ
ィ
が
流
れ
て
き
た
。

宮み
や

城ぎ

道み
ち

雄お

（
１
８
９
４
―
１
９
５
６
）
が
作
曲
し
た
箏こ
と

と
尺
し
ゃ
く
は
ち
八
の
二
重
奏
は

日
本
の
正
月
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
し
て
、
箏
に
関
心
の
な
い
人
た
ち
に
も
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
宮
城
道
雄
の
作
品
と
生
田
流
箏
曲
を
伝
承
す
る
宮

城
会
の
一
員
、
浅
野
啓
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。
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箏
は
桐
の
木
を
く
り
抜
い
た
箱
状
の
空
洞
で
、
上
部
は
ア
ー
チ
状
、
底

部
に
板
が
張
ら
れ
て
お
り
、
中
で
反
響
し
た
音
が
裏
面
の
穴
か
ら
響
く
仕

組
み
だ
。
長
さ
は
約
１
８
２
㌢
か
１
９
０
㌢
、重
さ
は
約
５
．５
㌔
も
あ
る
。

　

ま
た
箏そ
う

と
琴
き
ん
・
こ
とは
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
絃
が
箏
は
13
本
、
琴
は

基
本
的
に
７
絃
で
全
く
別
の
楽
器
な
の
だ
。
箏
は
中
国
か
ら
の
伝
来
、
琴
は

日
本
の
伝
統
楽
器
。
大
き
な
違
い
は
、
箏
は
柱じ

と
呼
ば
れ
る
可
動
式
の
支
柱

で
弦
の
音
程
を
調
節
す
る
の
に
対
し
て
、
琴
は
柱
が
無
く
、
弦
を
押
さ
え
る

場
所
で
音
程
を
決
め
る
。
右
手
の
指
に
は
め
た
爪
（
ピ
ッ
ク
）
ま
た
は
指
（
あ

る
い
は
手
の
爪
）
で
弦
を
弾
い
て
音
を
出
す
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し

箏
の
柱
は
「
琴
柱
」
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
、
そ
の
台
は
琴き
ん

台だ
い

と
い
う
。

　

箏
は
か
つ
て
は
未
婚
女
性
の
お
稽
古
ご
と
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
。
知

人
か
ら
「
仲
の
良
い
お
友
達
と
連
れ
立
っ
て
先
生
の
お
宅
に
通
っ
た
こ
と

や
、
発
表
会
を
前
に
出
来
る
や
ろ
か
と
緊
張
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」

と
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
「
幼
少
の
頃
か
ら
親
し
む
お
子
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
す
ね
。
広
い
座

敷
の
あ
る
住
ま
い
が
少
な
く
な
り
お
箏
を
置
い
た
り
稽
古
を
す
る
ス
ペ
ー

ス
も
な
く
な
っ
て
、
箏
に
興
味
を
持
つ
若
い
人
た
ち
の
数
は
減
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
中
に
は
熱
心
に
稽
古
を
し
て
お
ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
て

嬉
し
い
で
す
ね
」。

　

箏
を
商
う
お
店
は
浅
野
さ
ん
の
ア
サ
ノ
楽
器
を
含
め
て
京
都
で
は
わ
ず

か
３
軒
だ
け
だ
と
か
。
先
行
き
に
不
安
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
奥
ゆ

か
し
さ
を
感
じ
る
日
本
的
な
楽
器
で
、
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
く
と
懐
か
し
さ
と

親
し
み
が
湧
い
て
く
る
。
永
遠
に
弾
き
継
が
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
福
井 

和
雄
）

輪
で
結
ば
れ
、
演
奏
技
術
の
向
上
と
親
睦
を
図
る
た
め
の
会
）
を
結
成
し

た
。
56
年
（
昭
和
31
）
６
月
、
大
阪
で
の
公
演
へ
向
か
う
途
中
の
列
車
か

ら
転
落
し
て
、
62
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
作
曲
数
は
４
０
０
以
上
、
楽
器

の
改
良
に
努
め
、
随
筆
家
と
し
て
も
著
名
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
あ
る
箏
曲
の
世
界
に
身
を
置
く
浅
野
さ
ん
。
京
都
の
大

学
に
入
る
ま
で
箏
と
は
無
関
係
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
が
「
大
学
の
箏
曲

部
に
入
っ
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
結
婚
相
手
の
お
母
さ
ん
が
箏
曲

の
先
生
で
、
嫁
ぎ
先
が
文
久
年
間
（
明
治
維
新
前
の
１
８
６
１
～
６
４
年
）

に
創
業
さ
れ
た
和
楽
器
全
般
の
製
造
・
販
売
を
行
い
、
１
９
４
５
年
（
昭

和
20
）頃
か
ら
箏
・
地
歌
三
味
線
を
中
心
に
扱
う
お
店
で
、こ
の
世
界
に
ど
っ

ぷ
り
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
の
こ
と
。
今
で
は
楽
器
店
を
運
営

す
る
傍
ら
、
自
宅
で
生
田
流
箏
曲
を
教
え
、
京
都
三
曲
協
会
や
上
京
薪
能

な
ど
に
麗
調
会
の
同
人

と
共
に
出
演
し
て
、
優

雅
な
調
べ
で
多
く
の
人

た
ち
を
魅
了
し
て
い

る
。
因ち
な

み
に
三
曲
と
は
、

地じ

歌う
た

三
味
線
（
三
弦
）、

箏
、
胡
弓
の
３
種
の
楽

器
の
総
称
、
ま
た
は
そ

れ
ら
の
音
楽
で
あ
る
地

歌
、
箏
曲
、
胡
弓
楽
の

総
称
で
、
後
に
尺
八
が

加
わ
っ
た
。
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今
回
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に

か
け
て
の
「
仁
和
学
区
」
地
域
（
以
降
、

仁
和
と
表
記
）
の
歴
史
と
史
蹟
を
鳥ち
ょ
う
か
ん瞰

的
に
紹
介
し
ま
す
。

仁
和
の
歴
史

平
安
時
代
の
仁
和

　

仁
和
は
概
ね
、
最
北
部
は
今
出
川
通
、

南
は
丸
太
町
通
の
一
部
、東
は
千
本
通
の

一
部
、
西
は
紙
屋
川
ま
で
の
範
囲
で
す
。

　

平
安
時
代
の
仁
和
は
、
西
大
宮
大
路

（
現
在
の
御
前
通
）
以
東
が
大
内だ
い

裏り

（
平

安
宮
）
で
、
多
く
の
官
庁
が
建
ち
並
ん

で
い
た
（
下
図
参
照
）。
ま
た
、
西
大
宮

大
路
以
西
は
平
安
京
の
右
京
で
あ
り
、

官か
ん

衙が

町ま
ち

（
注
１
）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

大
内
裏
の
変
遷

　

９
６
０
年
に
内
裏
は
炎
上
、
そ
の
後

し
ば
し
ば
火
災
に
見
ま
わ
れ
、
徐
々
に

天
皇
は
里
内
裏
（
注
２
）
に
居
住
す
る

こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
１
２
１
９
年
に

内
裏
を
含
め
た
大
内
裏
が
焼
失
。
そ
の

再
建
途
上
の
１
２
２
７
年
に
は
火
災
に

よ
っ
て
全
焼
し
大
内
裏
内
で
の
内
裏

の
再
建
は
放
棄
さ
れ
た
。
１
３
３
１

年
に
は
光
厳
上
皇
が
里
内
裏
だ
っ
た

土つ
ち
み
か
ど
ひ
が
し
の
と
う
い
ん
ど
の

御
門
東
洞
院
殿
（
現
在
の
京
都
御
所

の
母
体
）
を
皇
居
（
内
裏
）
と
し
て
定

め
た
。

注
２　

大
内
裏
の
外
に
設
け
ら
れ
た
仮
の
内
裏
。
多
く

は
摂
政
・
関
白
な
ど
の
私
邸
が
あ
て
ら
れ
た
。

　

内
裏
の
機
能
が
実
質
的
に
里
内
裏
へ

ど
ん
ど
ん
移
行
し
、
ま
た
様
々
な
儀
式

を
行
う
力
を
朝
廷
が
失
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
大
内
裏
内
に
建
ち
並
ん

で
い
た
官
庁
も
荒
廃
し
て
い
き
、
鎌
倉

時
代
に
は
大
半
が
荒
野
と
化
し
「
内う
ち

野の

」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

１
３
３
３
年
に
足
利
尊
氏
が
六
波
羅
探

題
を
攻
め
た
際
、
六
波
羅
の
軍
勢
が
内

仁
和
の
歴
史

　
　（
平
安
時
代
～
江
戸
時
代
）を
歩
く

豊
田
　
博
一

上
京
探
訪
シ
ナ
リ
オ
研
究
会

西
町
辺
り
）
漆
製
品
を
制
作
す
る
工
房
。

正お
お
き
み
の
つ
か
さ

親
司
（
鳳
瑞
町
北
側
辺
り
）
皇
族
の
名
簿
を

作
成
し
管
理
す
る
役
所
。

右う

　こ
ん

　え

　ふ

近
衛
府
（
西
上
之
町
、三
助
町
、仲
之
町
辺
り
）

禁
中
を
警
衛
、
ま
た
朝
儀
に
列
し
、
行ぎ

ょ
う
こ
う幸
の

際
に
は
前
後
を
警
備
、
皇
族
や
高
官
の
警
護

も
行
う
役
所
。

右う
ひ
ょ
う兵
衛え

府ふ

（
下
之
町
、
西
東
町
西
側
辺
り
）
宮

門
の
守
備
、
行
幸
・
行ぎ

ょ
う
け
い啓

の
供
奉
、
左
右
両

京
内
の
巡
視
を
す
る
役
所
。

内な
い
し
ょ
う
り
ょ
う

匠
寮
（
下
之
町
辺
り
）
官
営
工
房
の
元
締
め

と
し
て
宮
中
の
調
度
品
を
制
作
す
る
役
所
。

兵ひ
ょ
う
ご
り
ょ
う

庫
寮
（
東
町
、
三
軒
町
、
一
番
町
北
側
辺
り
）

武
器
の
管
理
、
製
造
修
理
を
行
う
役
所
。

大お
お
く
ら
ち
ょ
う

蔵
廳
（
一
番
町
、
二
番
町
辺
り
）
諸
国
か
ら

の
税
（
調
、
庸
、
雑
物
）
を
納
め
る
倉
庫
。

図ず
し
ょ
り
ょ
う

書
寮
（
鳳
瑞
町
辺
り
）
国
家
の
蔵
書
を
管
理
、

ま
た
紙
・
墨
・
筆
な
ど
の
製
造
を
行
う
役
所
。

紙
の
製
造
を
主
任
務
と
す
る
図
書
寮
の
付
属

機
関
、
紙か

み

屋や

院い
ん

は
良
質
の
紙
を
製
造
し
、
そ

の
紙
は
「
紙
屋
紙
」
と
称
さ
れ
た
。
紙
屋
川

の
名
は
、
紙
屋
院
の
紙
漉す

き
場
が
北
野
天
満

宮
西
辺
り
に
所
在
し
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ

れ
る
（
諸
説
あ
り
）。

武ぶ

徳と
く

殿で
ん

（
鳳
瑞
町
南
側
辺
り
）
宮
中
で
競
馬
な

ど
を
観
覧
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
施
設
。

造み
き
の
つ
か
さ

酒
司
（
西
東
町
東
南
）
酒
や
醴
あ
ま
ざ
け・
酢
な
ど
の

醸
造
を
つ
か
さ
ど
っ
た
施
設
。

大
蔵
省
（
地
図
参
照
）
朝
廷
の
倉
庫
で
あ
る
大

蔵
廳
を
管
轄
し
、
朝
廷
の
銭
貨
・
金
銀
・
調
・

貢
物
の
出
納
、
保
管
を
行
う
役
所
。

掃か
も
ん
り
ょ
う

部
寮
（
利
生
町
、
六
番
町
辺
り
）
宮
中
の
掃

除
や
設
営
の
こ
と
を
司
る
役
所
。

真し
ん

言ご
ん

院い
ん

（
稲
葉
町
辺
り
）
公
的
な
密
教
道
場
、

毎
年
正
月
に
後ご

七し
ち

日に
ち

御み

修し

法ほ

が
行
わ
れ
た
。

８
３
４
年
に
空
海
の
上
奏
に
よ
っ
て
設
置
。

内
裏
の
荒
廃
後
も
東
寺
の
支
援
お
よ
び
密
教

道
場
の
聖
性
に
よ
っ
て
機
能
が
続
い
た
。

内く
ら
り
ょ
う

蔵
寮
（
六
番
町
、
革
堂
前
之
町
辺
り
）
金
銀
・

珠
玉
・
宝
器
を
管
理
し
、
供
進
の
御
服
（
天

皇
へ
の
献
上
物
の
受
付
）、
祭
祀
の
奉
幣
な

ど
を
つ
か
さ
ど
っ
た
役
所
。

内な
い

膳ぜ
ん

司し

（
尼
ケ
崎
横
町
辺
り
）
天
皇
の
食
膳
の

調
理
を
担
当
し
た
役
所
。

采う
ね

女め

町ま
ち

（
尼
ケ
崎
横
町
辺
り
）
天
皇
・
皇
后
に

仕
え
、
寝
食
に
従
事
し
た
女
官
・
采
女
の
宿

所
兼
詰
所
。

中ち
ゅ
う
か
い
ん

和
院
（
十
四
軒
町
辺
り
）
新に
い

嘗な
め

祭さ
い

等
の
際
に
、

天
皇
が
み
ず
か
ら
祭
り
の
式
を
執
り
行
わ
れ

た
施
設
。

宴え
ん

の
松ま
つ

原ば
ら（
図
参
照
）大
内
裏
の
中
央
西
に
あ
っ

た
広
い
松
林
。
本
来
は
内
裏
を
建
て
替
え
る

際
の
代
替
地
と
し
て
用
意
さ
れ
た
と
言
わ
れ
、

ま
た
そ
の
名
称
か
ら
饗き

ょ
う
え
ん宴
が
催
さ
れ
た
場
所

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
安
期
に
は
鬼
の
出

没
す
る
寂
し
く
不
気
味
な
場
所
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
。

注
１　

官
衙
（
役
所
・
官
庁
）
に
仕
え
る
下
級
貴
族
な

ど
の
宿
所
が
整
備
さ
れ
て
町
と
な
っ
た
も
の
。

仁
和
に
あ
っ
た
大
内
裏
の
諸
官
庁

漆う
る
し
む
ろ
室
（
仁
和
小
学
校
東
門
に
説
明
板
、
東
堅
町
、

南
は
三
条
通
の
地
域
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

本
稿
で
は
こ
の
意
味
で
使
い
ま
す
。
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野
に
布
陣
し
て
迎
え
撃
っ
た
の
を
皮
切

り
と
し
て
、
１
３
９
１
年
の
明
徳
の
乱

（
注
３
）
に
お
け
る
内
野
合
戦
な
ど
、

南
北
朝
期
か
ら
戦
国
期
に
は
し
ば
し
ば

戦
場
と
な
っ
た
。

注
３　

11
か
国
の
守
護
職
を
も
つ
有
力
大
名
山
名
氏
の

勢
力
を
恐
れ
た
足
利
義
満
が
、
山
名
氏
一
族
の

内
紛
を
利
用
し
て
挑
発
し
て
起
こ
っ
た
戦
。
こ

の
勝
利
で
義
満
は
権
力
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
荒
廃
化
す
る
も
、
大
内
裏
の

観
念
は
完
全
に
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、

精
神
的
に
は
一
種
の
朝
廷
の
祖
霊
の
宿

る
聖
域
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
応
仁
・

文
明
の
乱
（
１
４
６
７
年
～
１
４
７
７

年
）
ま
で
は
、
神
祇
官
、
太
政
官
庁
、

真
言
院
が
残
り
、
天
皇
が
行
う
べ
き
祭

祀
や
即
位
礼
等
の
ハ
レ
の
儀
式
、
国
家

鎮
護
の
祈
祷
の
場
と
し
て
の
機
能
を
果

た
し
て
い
た
。

　

ま
た
武
家
権
力
（
鎌
倉
・
室
町
幕
府
）

も
、
大
内
裏
跡
（
内
野
）
を
鎮
護
さ
れ

る
べ
き
場
所
と
位
置
付
け
た
（
注
４
）。

注
４　

鎌
倉
幕
府
が
１
２
３
３
年
に
出
し
た
禁
制
の
中
に

は
、
内
野
を
馬
場
と
し
て
馬
術
や
騎
射
術
の
訓
練

を
行
う
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
が
あ
る
。ま
た
鎌
倉
・

室
町
幕
府
は
内
野
で
の
耕
作
を
原
則
禁
止
し
た
。

　

応
仁
・
文
明
の
乱
後
、室
町
幕
府
の
力

の
低
下
に
伴
い
、内
野
で
の
即
位
礼
等
も

行
え
な
く
な
り
、内
野
の
聖
域
と
し
て
の

観
念
も
弱
ま
っ
て
い
く
。１
５
８
７
年
に

豊
臣
秀
吉
に
よ
り
聚
楽
第
が
内
野
東
北

部
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、内
野
の

聖
域
の
時
代
が
終
わ
る
。仁
和
の
内
野
地

域
に
も
一
番
町
か
ら
七
番
町
に
わ
た
っ

て
大
名
以
外
の
武
家
屋
敷
町
が
形
成
さ

れ
た
。聚
楽
第
や
組
屋
敷
は
短
期
間
で
破

却
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
、内
野
東

南
部
に
二
条
城
が
建
設
さ
れ
、内
野
は
民

家
、寺
、耕
作
地
に
変
貌
し
て
い
く
。

西に
し
の
き
ょ
う

京
の
形
成
と
発
展

　

９
４
７
年
に
創そ
う

祀し

さ
れ
た
北
野
天
満

宮
は
、
藤
原
氏
の
庇
護
を
受
け
そ
の
地

位
を
確
立
、
二
十
二
社
（
注
５
）
に
列

す
る
神
社
と
な
っ
た
。
仁
和
西
部
（
西

大
宮
大
路
以
西
）
は
、
北
野
天
満
宮
の

領
域
と
し
て
発
展
し
中
世
に
は「
西
京
」

（
注
６
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

室
町
時
代
、
足
利
将
軍
家
の
北
野
天

満
宮
へ
の
崇
敬
は
厚
く
、
手
厚
い
保
護

の
下
、
社
領
を
増
や
し
、
更
に
は
酒し
ゅ
き麹

の
販
売
の
独
占
と
酒し
ゅ
き麹
役や
く

（
現
在
の
酒

造
税
）
の
免
除
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　

西
京
に
は「
神じ

人に
ん

」と
呼
ば
れ
る
人
々

が
多
く
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
商

工
業
者
で
も
あ
り
、
北
野
天
満
宮
の
庇

護
下
で
税
の
免
除
を
受
け
、
神
社
に
奉

仕
（
貢
納
、
献
金
、
賦
役
）
す
る
こ
と

で
共
に
栄
え
た
。

　

酒
麹
の
販
売
は「
西
京
神
人
」（
注
７
）

と
呼
ば
れ
る
人
々
が
独
占
し
て
非
常
に

栄
え
た
。
し
か
し
独
占
に
反
発
す
る
酒

屋
の
後
ろ
盾
、
延
暦
寺
の
圧
力
に
よ
り
、

幕
府
は
酒
麹
の
独
占
権
の
廃
止
を
認
め

た
。
こ
れ
に
反
対
す
る
麹
座
の
面
々
は

北
野
天
満
宮
に
立
て
籠
も
っ
た
が
鎮
圧

さ
れ
て
西
京
神
人
の
勢
力
は
弱
ま
っ

た
。（
１
４
４
４
年
文
安
の
麹
騒
動
）

注
７　

菅
原
道
真
が
太
宰
府
で
薨こ
う

じ
た
後
、
随
従
の
人
々

が
帰
京
し
て
西
京
の
地
に
菅
原
道
真
公
を
祀
り
北

野
七
保
と
後
世
呼
ば
れ
る
７
か
所
の
御ご

供く
う

所し
ょ

を
建

て
た
と
伝
わ
る
。
御
供
所
に
は
神
仏
習
合
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
神
宮
寺
が
建
て
ら
れ
、
保ほ

の
住
人
は

神じ

人に
ん

と
し
て
北
野
天
満
宮
に
奉
仕
し
て
諸
種
の
神

事
に
あ
た
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

南
は
三
条
通
の
地
域
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

本
稿
で
は
こ
の
意
味
で
使
い
ま
す
。

注
５　

平
安
時
代
中
期
以
降
、
中
世
に
お
い
て
朝
廷
よ
り

格
別
の
崇
敬
を
受
け
た
神
社
。
祈
雨
・
祈
年
穀
を

は
じ
め
国
家
の
大
事
に
際
し
て
臨
時
に
朝
廷
よ

り
使
を
遣
わ
し
、
供
物
を
献
上
し
た
22
の
神
社
。

注
６　
「
西
京
」
は
広
い
意
味
で
は
、
平
安
京
の
右
京

を
意
味
し
た
が
、
10
世
紀
以
降
湿
地
の
多
か
っ

た
右
京
の
三
条
通
以
南
は
衰
微
し
て
い
き
、
以

北
は
北
野
天
満
宮
領
と
し
て
一
定
の
経
済
圏
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
世
に
な
る
と
「
西
京
」

と
は
、
北
野
天
満
宮
領
と
な
っ
た
東
は
西
大
宮

大
路
、
西
は
木
辻
通
付
近
、
北
は
一
条
大
路
、

家族葬は公益社へ
⼩さいお葬式にも丁寧に対応します

ご葬儀お申込み  無料相談  24時間受付

詳しくはホームページで

ブライトホール

詳しくはホームページで

ブライトホール
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大
将
軍
八
神
社　

７
９
４
年
、
王お
う
ち
ょ
う
ち
ん
ご

城
鎮
護
の
た
め
に
星

神
大
将
軍
を
勧
請
し
創
建
と
伝
わ
る
。
大
将
軍
神
像

80
体
（
重
文
）
は
一
見
の
価
値
あ
り
。
方
除
け
厄
除

け
の
神
。（
参
２
、３
、４
）

竹
林
寺　

浄
土
宗
。（
参
1
）

華け

開か
い

院い
ん

 
浄
土
宗
。
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
真
如
堂

の
本
尊
と
同
木
と
伝
わ
る
。
境
内
墓
地
に
は
、
後
円

融
天
皇
の
母
藤
原
仲な

か

子こ

、
後
小
松
天
皇
の
母
藤
原
厳

子
、
８
代
将
軍
足
利
義
政
の
妻
で
あ
る
日
野
富
子
な

ど
の
墓
が
あ
る
。

回
向
院　

浄
土
宗
。如
意
輪
観
音
像
は
１
６
２
８
年
に
丹
後

の
海
中
よ
り
光
を
放
っ
て
出
現
し
た
も
の
と
伝
わ
る
。

立
本
寺　

日
蓮
宗
。
宝
永
の
大
火
で
焼
失
後
（
１
７
０
８

年
）、
現
在
地
に
移
転
。
具
足
山
龍り

ゅ
う
げ
い
ん

華
院
妙
顕
寺
、
具
足

山
妙
覺
寺
（
北
龍
華
）、
具
足
山
立
本
寺
（
西
龍
華
）
の

三
寺
で
「
龍り

ゅ
う
げ華
の
三み
つ

具ぐ

足そ
く

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

報ほ
う

土ど

寺じ　

浄
土
宗
。
本
堂
は
１
６
２
９
年
の
棟
札
に

よ
っ
て
建
築
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
浄
土
宗
本

堂
の
典
型
例
と
さ
れ
て
い
る
。
表
門
は
一
間
薬
医
門

で
本
堂
と
共
に
重
要
文
化
財
。
１
２
５
８
年
の
造
銘

の
あ
る
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
も
重
要
文
化
財
。

大だ
い

雄お
う

寺じ　

浄
土
宗
。
表
紙
写
真
参
照
。（
参
5
）

祐ゆ
う
し
ょ
う
じ

正
寺　

浄
土
宗
。
通
称
「
つ
ま
と
り
地
蔵
」
と
呼
ば

れ
る
縁
結
び
の
お
地
蔵
さ
ん
が
有
名
。

福
勝
寺　

真
言
宗
。
後
陽
成
天
皇
の
勅
願
所
と
さ
れ
、

後ご

西さ
い

天
皇
が
左
近
の
桜
を
当
寺
に
分
栽
、
以
後
桜
寺

と
も
い
わ
れ
る
。
豊
臣
秀
吉
に
瓢
箪
の
御
守
り
を
授

与
し
た
こ
と
か
ら
瓢
箪
寺
と
も
呼
ば
れ
る
。
秀
吉
に

ゆ
か
り
の
あ
る
瓢
箪
の
御
守
り
は
節
分
に
扇
子
と
と

も
に
授
け
ら
れ
、
当
日
は
祈
願
者
で
賑
わ
う
。

以
下
の
参
照
は
上
京
区
役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
・

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
上
京
区
役
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
サ
イ
ト
内

検
索
」
で
そ
れ
ぞ
れ
「
史
蹟
と
文
化
」「
上
京
乃
史
蹟
」

を
入
力
検
索
の
上
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

参
１　

史
蹟
と
文
化
25
号　

大
路
小
路　

下
立
売
通　

出
雲
路
敬
直
氏

参
２　

上
京
史
蹟
だ
よ
り
５
号　

上
京
区
内
の
神
社　

大
将
軍
八
神
社　

小
栗
栖
憲
昌
氏

参
３　

上
京
乃
史
蹟
24
号　

上
京
古
地
図　

大
将
軍
社

大
塚
隆
氏

参
４　

史
蹟
と
文
化
40
号　

大
路
小
路　

天
神
通　

出
雲

路
敬
直
氏

参
5　

上
京
乃
史
蹟
14
号　

上
京
文
人
墓
誌　

山
内
貞

夫
墓　

竹
内
俊
則
氏

話
や
由
来
を
持
っ
て
い
る
お
寺
も
あ
る

（
注
８
）。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
有
名

人
の
お
墓
が
数
多
く
あ
る
の
も
特
色
で

す
。（
注
９
）

仁
和
の
お
寺

　

江
戸
時
代
に
、
そ
れ
ま
で
空
き
地
で

あ
っ
た
内
野
に
立り
ゅ
う
ほ
ん
じ

本
寺
を
始
め
、
多
く

の
寺
院
が
移
転
し
て
き
た
事
に
よ
り
自

然
に
寺
町
が
形
成
さ
れ
た
。

　

仁
和
に
は
美
し
く
手
入
れ
さ
れ
、
出

水
の
七
不
思
議
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
逸

注
８　

極
楽
寺
（
浄
土
宗
。
豊
臣
秀
吉
が
北
野
大
茶
湯

で
用
い
た
と
伝
わ
る
名
水
「
金
谷
水
」
の
井
戸

が
あ
る
）、
観
音
寺
（
浄
土
宗
）、
五ご

劫こ
う

院い
ん

（
浄

土
宗
）、地ち

福ふ
く

寺じ
（
真
言
宗
）、華け

光こ
う

寺じ
（
日
蓮
宗
）、

光こ
う

清せ
い

寺じ

（
臨
済
宗
。
岩
倉
家
の
菩
提
寺
で
、
庭

園
は
重
森
三
鈴
の
作
庭
）
に
逸
話
が
残
る
。
逸

話
は
、「
史
蹟
と
文
化
」
29
号　

大
路
小
路　

出
水
の
七
不
思
議
（
出
雲
路
敬
直
氏
）
参
照
。

注
９　

山
本
梅
逸　
江
戸
末
期
の
南
画
家（
江
戸
時
代
中
期

頃
の
日
本
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
た
山
水
画
を
主

と
す
る
絵
画
様
式
の
画
家
）。慈じ

眼げ
ん

寺じ
（
曹
洞
宗
。

１
５
８
８
年
、鷹
司
信
房
の
北
の
方
が
、父
佐
々

成
政
の
菩
提
を
弔
う
た
め
建
立
）に
墓
が
あ
る
。

神か
ん

沢ざ
わ

杜と

口こ
う　

江
戸
時
代
中
期
の
俳
人
、
随
筆
家
、

京
都
町
奉
行
所
の
与
力
、「
翁
草
」
の
著
者
。

慈
眼
寺
に
墓
が
あ
る
。

白は
く

幽ゆ
う

子し

墓
（
法
輪
寺
（
だ
る
ま
寺
。
臨
済
宗
。

参
１
））「
上
京
乃
史
蹟
」
30
号　

上
京
文
人

墓
誌　

白
幽
子
墓
（
竹
村
俊
則
氏
）
参
照
。

長な
が

澤さ
わ

蘆ろ

雪せ
つ

墓
（
回え

向こ
う

院い
ん

）「
上
京
史
蹟
だ
よ
り
」

4
号
上
京
文
人
墓
誌　

長
澤
蘆
雪
墓
（
竹
村

俊
則
氏
）
参
照
。

灰は
い
や
し
ょ
う
え
き

屋
紹
益
墓
（
立
本
寺
）「
上
京
乃
史
蹟
」
23
号

上
京
文
人
墓
誌　

灰
屋
紹
益
墓
（
竹
村
俊
則

氏
）
参
照
。

島
左
近
の
墓
（
立
本
寺
）「
上
京
乃
史
蹟
」
26
号

上
京
武
人
墓
誌　

島
左
近
の
墓
（
竹
村
俊
則

氏
）
参
照
。

平
塚
飄ひ

ょ
う
さ
い斎墓
（
華け

光こ
う

寺じ

）　
「
上
京
史
蹟
だ
よ
り
」

8
号　

上
京
文
人
墓
誌　

平
塚
飄
斎
墓
（
竹

村
俊
則
氏
）
参
照
。

宇
喜
田
一い

っ
け
い蕙
墓
（
華
光
寺
）「
上
京
乃
史
蹟
」
22
号

上
京
文
人
墓
誌　

宇
喜
田
一
蕙
墓
（
竹
村
俊

則
氏
）
参
照
。

　

お
寺
や
神
社
に
、
ご
挨
拶
を
し
て
巡

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
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町
名
・
地
名
は
歴
史
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

　—
 「

公
家
住
宅
」 

編 —

　

上
席
特
別
客
員
研
究
員

小
嶋
　
一
郎

京
都
産
業
大
学
　
日
本
文
化
研
究
所

★
「
近こ
の
え
で
ん
お
も
て

衛
殿
表
町
・
近こ
の
え衛
殿で
ん

北き
た

口ぐ
ち

町
」

　

新
町
通
上
立
売
下
ル

　
「
同
志
社
大
学　

新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
」

の
辺
り
で
す
。
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た

「
山
さ
ん
し
ゅ
う州名
跡
志
」
に
「
此
所
、
北
方
に
近

衛
殿
の
別べ
つ

業ご
う

あ
り
。
古
い
に
し
えに
絲
い
と
ざ
く
ら桜あ
り
て
、

皆
人
、
こ
れ
を
賞
す
。」
と
あ
り
ま
す
。

現
在
「
近
衛
邸
址あ
と

」
と
い
い
ま
す
と
、
京

都
御
所
の
北
側
、
京
都
御
苑
の
北
の
一

角
に
、
広
大
な
桜
の
園
を
有
す
る
あ
た

り
を
連
想
し
ま
す
が
、
近
衛
家
が
こ
の

あ
た
り
に
越
し
て
き
た
の
が
天
正
年
間

の
こ
と
。
本
邸
を
御
所
近
く
に
移
し
な

が
ら
、
尚
、
両
町
付
近
に
あ
っ
た
元
々

の
本
邸
も
別
邸
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
上
京
区
内
に
は

他
に
も
、
近
衛
家
の
別
邸
の
址
が
多
く

み
ら
れ
、
五ご

摂せ
っ
け家
の
筆
頭
と
し
て
隆
り
ゅ
う
せ
い盛

を
極
め
て
い
た
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
史

跡
や
町
名
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

★
「
一い
ち
じ
ょ
う
で
ん

条
殿
町
」
新
町
通
一
条
上
ル

　

現
在
の
町
域
は
、
正
確
に
は
「
一
条

通
」
に
面
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
一
条
通

の
ほ
ん
の
30—

40
ｍ
北
に
位
置
す
る
程

度
な
の
で
「
一
條
家
」
家
名
の
由
来
と

い
っ
て
差
し
支
え
は
な
い
で
し
ょ
う
。

一
條
家
の
祖
と
さ
れ
る
一
條
実さ
ね

経つ
ね

（
１

２
２
３—

１
２
８
４
）
は
九
條
道み
ち

家い
え

の
四
男
で
、「
一
條
家
」
は
「
九
條
家
」

の
分
家
で
す
の
で
「
九
条
通
」
に
対
し

て
「
一
条
通
」
と
連
想
さ
れ
、
世
間
に

そ
の
家
名
は
直す

ぐ
に
広
ま
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
鎌
倉
時
代
に
は
一
町
四
方
の

広
大
な
屋
敷
が
建
て
ら
れ
、
室
町
時
代

の
一
時
期
、
細
川
頼よ
り

元も
と

の
屋
敷
と
な
っ

た
時
代
を
挟
ん
で
、
再
び
、
一
條
家
が

こ
の
地
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
一
條
家

の
幕
末
期
の
当
主
で
あ
る
左
大
臣
一
條

忠た
だ

香よ
し

の
三
女
で
あ
る
美は
る

子こ

は
明
治
天
皇

の
皇
后
（
昭
憲
皇
太
后
）
と
な
ら
れ
ま

し
た
。

★
「
飛あ
す
か鳥
井い

町
」

　
今
出
川
通
油
小
路

　

現
在
、
白
峯
神
宮
の
境
内

が
町
内
の
殆
ど
を
占
め
て
い

ま
す
が
、
明
治
の
初
め
ま
で

は
「
飛あ
す
か鳥
井い

家け

」
の
邸
宅
が

あ
り
ま
し
た
。「
飛
鳥
井
家
」

と
い
い
ま
す
と
、
蹴け

鞠ま
り

の
宗そ
う

家け

と
し
て
も
有
名
で
す
が
、
現
在
も
白

峯
神
宮
で
は
、
主
祭
神
の
崇す

徳と
く

天
皇

（
１
１
１
９—

１
１
６
４
）
や
淳じ
ゅ
ん
に
ん仁
天

皇
（
７
３
３—

７
６
５
）
と
御
一
緒
に
、

飛
鳥
井
家
の
守
護
神
で
あ
る
「
精
大
明

神
」
を
蹴
鞠
の
神
様
と
し
て
祀
っ
て
い

ま
す
。「
飛
鳥
井
家
」
の
名
の
由
来
は
、

邸
内
に
湧
く
名
水
「
飛
鳥
井
」
に
由
来

す
る
も
の
で
、
今
も
白
峯
神
宮
の
境
内

白峯神宮での「蹴鞠」奉納の様子
画像提供：白峯神宮

同志社大学  新町キャンパス内
「近衛殿跡」石碑

撮影協力：同志社大学
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に
は
、
手
水
舎
に
滾こ
ん

々こ
ん

と
湧
き
出
て
い

ま
す
。
ま
た
、
４
月
14
日
の
例れ
い

大た
い

祭さ
い

や

７
月
７
日
の
「
精
大
明
神
例
祭
（
七
夕

ま
つ
り
）」
に
は
、
蹴
鞠
保
存
会
に
よ

る
蹴
鞠
が
奉
納
さ
れ
、
そ
の
雅
な
様
子

に
、
往
時
の
飛
鳥
井
家
を
偲
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

★
「
徳と
く
大だ
い
寺じ

殿ど
の
町
」
今
出
川
通
新
町
下
ル

　

現
在
、「
霊れ
い

光こ
う

殿で
ん

天
満
宮
」
や
、
そ

の
向
か
い
に
同
志
社
大
学
継け
い

志し
り
ょ
う寮
が

建
っ
て
い
る
辺
り
、
こ
の
地
に
か
つ
て

「
徳と
く

大だ
い

寺じ

家
」
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

徳
大
寺
家
は
藤
原
家
の
流
れ
で
、
平

安
時
代
後
期
、
藤
原

実さ
ね

能よ
し

（
１
０
９
６—

１
１
５
７
）
を
流
祖

と
し
ま
す
。
初
代
の

実
能
が
、
衣
笠
に
山

荘
を
造
営
し
、
後
に

得
（
徳
）
大
寺
を
創

建
し
た
こ
と
が
、
家

名
の
由
来
で
す
。
寺

を
含
む
山
荘
「
徳
大

寺
殿
」
は
室
町
時
代

中
期
に
、
細
川
勝
元

が
こ
の
山
荘
を
譲
り

受
け
て
龍
安
寺
を
建

立
し
ま
し
た
。
徳
大

寺
と
い
う
名
の
寺
院

は
無
く
な
り
ま
し
た

が
、
龍
安
寺
の
広
大

な
伽
藍
か
ら
当
時
の

徳
大
寺
の
様
子
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
江
戸

時
代
初
期
、
徳
大
寺
家
の
本
邸
は
、
現

在
の「
徳
大
寺
殿
町
」か
ら
、禁き
ん

裏り（
御
所
）

の
北
に
位
置
す
る
公
家
屋
敷
街
に
引
っ

越
し
、
冷
泉
家
や
藤
谷
家
の
ご
近
所
さ

ん
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
同
志
社
大

学
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
南
西
、
今
出
川

通
沿
い
に
建
つ
大
き
な
門
は
、
そ
の
当

時
の
徳
大
寺
家
の
門
だ
っ
た
の
で
す
。

★
「
広ひ
ろ

橋は
し

殿ど
の

町
」

　
一
条
通　

烏
丸
―
室
町
間

　

平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
、
二
条
天
皇

の
母
、
源
伊い

子し

の
邸
宅
が
あ
っ
た
と
さ

れ
、
後
に
広ひ
ろ

橋は
し

（
廣
橋
）
家
が
移
り
住

み
、
安
土
桃
山
時
代
の
頃
に
は
「
広
橋

殿
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

い
ま
す
。
一
条
通
に
面
し
た
こ
の
辺
り

は
、
平
安
時
代
の
中
頃
か
ら
「
賀
茂
祭

（
葵
祭
）」
の
行
列
を
見
物
す
る
た
め
の

桟さ

敷じ
き

席
を
設
け
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

ま
た
室
町
時
代
後
期
に
は
、
宮
中
の
御

用
商
人
で
あ
っ
た
京
菓
子
司
「
虎
屋
」

（
注
）が
店
を
構
え
ま
し
た
。「
広
橋
家
」

は
、藤
原
北
家
日
野
流
の
流
れ
を
汲
み
、

藤
原
（
日
野
）
頼よ
り

資す
け

（
１
１
８
２—

１

２
３
６
）
を
祖
と
し
ま
す
。
同
家
に
は
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数
多
く
の
古
文
書
が
伝
わ
り
ま
す
。
中

で
も
、
三
代
目
の
広
橋
兼
仲
の
日
記
で

あ
る
「
勘か
ん

仲ち
ゅ
う
き記
」
は
、
元
寇
の
こ
と
な

ど
、
鎌
倉
時
代
の
政
治
的
な
動
き
が
克

明
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資
料

的
価
値
が
高
く
、
そ
の
名
が
よ
く
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代

に
は
、
朝
廷
と
幕
府
の
調
整
役
で
あ
る

「
武ぶ

家け

伝て
ん

奏そ
う

」、
あ
る
い
は
寺
社
と
公
家

の
間
を
取
り
持
つ
「
寺じ

社し
ゃ

伝て
ん

奏そ
う

」
も
勤

め
て
い
ま
し
た
。
家
名
通
り
「
橋
渡

し
」
役
を
得
意
に
し
て
い
た
の
で
し
ょ

う
ね
。

注　
「
史
蹟
と
文
化
」
７
号　

美
を
創
る　

御
菓
子
司

虎
屋　

十
七
代
当
主　

黒
川
光
博　

参
照

★
「
東ひ
が
し日ひ

野の

殿ど
の

町
・
西に
し

日ひ

野の

殿ど
の

町
」

　

一
条
通　

室
町—

新
町
間

　

室
町
幕
府
の
将
軍
に
次
々
と
正せ
い

室し
つ

を

嫁
が
せ
た
、
名
門
「
日
野
家
」
の
邸
宅

の
址
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
親ち
か

長な
が

卿き
ょ
う
き記
」

に
記
さ
れ
た
「
日
野
一
位
資す
け

綱つ
な

宿
所
」

が
現
町
内
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
町
名
の
由
来
と
な
っ
た
と
推
測
で

き
ま
す
。
現
在
、
上
京
中
学
校
の
敷
地

の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
二
町
で
す
。
日

野
家
は
藤
原
家
の
流
れ
で
、
鎌
倉
時
代

の
頃
に
は
、
伏
見
区
の
日
野
に
邸
を
構

え
て
い
た
た
め
「
日
野
家
」
と
な
り
ま

し
た
。
日
野
の
里
は
、
昔
、
藤
原
家
の

氏
神
で
あ
る
春
日
大
社
の
前
に
拡
が
る

「
春
日
野
」に
あ
や
か
っ
て
そ
う
名
乗
っ

て
い
た
の
で
す
が
、「
春
日
野
」
と
い

う
紙
を
貼
り
付
け
た
案
内
板
（
看
板
）

を
、
鹿
が
「
春
」
の
文
字
の
と
こ
ろ
だ

け
を
、
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
と
食
べ
て
し

ま
っ
た
と
か
。
そ
れ
で
「
日
野
」
と
地

名
を
改
め
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り

ま
す
。

　

日
野
家
で
有
名
な
日
野
勝
光
（
兄
）・

日
野
富
子
（
妹
）
が
、
権
勢
を
ふ
る
っ

て
い
た
応
仁
の
乱
の
頃
に
、
こ
の
２
町

に
あ
っ
た
屋
敷
が
焼
け
た
た
め
、
西

方
寺
町
（
中
京
区 

竹
屋
町
通
両
替
町
）

に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

★
「
元も
と

土つ
ち

御み

門か
ど

町
」・「
土つ
ち

御み

門か
ど

町
」

新
町
通
上
長
者
町
東
入
ル
（
元
土

御
門
町
）・
西
入
ル
（
土
御
門
町
）

　

現
在
「
上
長
者
町
通
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
通
り
は
、
元
は
「
土
御
門
通
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
の
後

期
、源
雅ま
さ

実ざ
ね
（
１
０
５
９—

１
１
２
７
）

の
屋
敷
が
「
土
御
門
殿
」
と
呼
ば
れ
、

や
が
て
鳥
羽
天
皇
の
里
内
裏
（
臨
時
の

御
所
）
と
な
り
、

そ
の
後
も
、
歴
代

天
皇
の
里
内
裏
と

し
て
機
能
し
、
鎌

倉
時
代
末
に
は
、

天
皇
の
居
所
と
し

て
現
在
の
京
都
御

所
へ
と
発
展
し
て

い
き
ま
す
。（
本
号

ｐ
．10
「
新
・
上

京
の
昔
ば
な
し
」

参
照
）

　

今
昔
物
語
で

は
、
陰お
ん

陽み
ょ
う
じ師
の
安

倍
晴
明
が
、
こ
の

辺
り
に
住
し
た
後
、

葭よ
し

屋や

町ま
ち

一
条
上
ル

（
現
在
の
晴
明
神

社
辺
り
）
に
移
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
安

倍
晴
明
の
子
孫
達
が
、
後
に
「
土つ
ち

御み

門か
ど

家
」
と
改
名
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
経

緯
を
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
京
都
御
苑
の
東
（
鴨
沂
高
校
の
北

辺
り
）
に
は
、
藤
原
道
長
が
本
邸
と
し

た
「
土
御
門
殿
」
も
有
り
ま
し
た
。「
紫

式
部
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
土
御

門
殿
」
は
こ
ち
ら
の
屋
敷
の
方
で
す
。

（
画
像
提
供
：
百
萬
遍
知
恩
寺（
左
京
区
）） 

絹
本
著
色 

日
野
勝
光
像
（
非
公
開
）  

　

画像協力：上京区役所

今回紙面登場の町名 エリアを確認

飛鳥井町

徳大寺殿町

広橋殿町一条殿町

近衛殿北口町
近衛殿表町

土御門町・
元土御門町

東日野殿町
西日野殿町
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新
上
京
の
昔
ば
な
し

こ
れ
よ
り
東
北
　室
町
第
址

　

上
京
区
総
合
庁
舎
に
ほ
ど
近
い
室
町

今
出
川
の
東
北
角
、
理
容
店
の
片
隅
に

「
従
是
東
北　

足
利
将
軍
室
町
第
址
」

の
石
碑
が
建
つ
。
脇
面
に
「
大
正
四
年

十
一
月
建
立
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
戦
前
・
戦
後
の
１
０
０
年
余
、

付
近
を
通
る
人
々
の
目
に
触
れ
て
き
た

こ
と
に
な
る
。

　

足
利
将
軍
室
町
第
と
は
、
足
利
幕
府

第
３
代
将
軍
足あ

し

利か
が

義よ
し

満み
つ

が
１
３
７
８
年

（
永
和
４
）
菊き
く

亭て
い

家
の
屋
敷
だ
っ
た
今

出
川
殿
の
跡
に
完
成
さ
せ
た
新
し
い
邸

宅
で
、
南
は
北き
た

小こ
う
じ路
（
現
今
出
川
通
）、

北
は
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

堂ど
う

大お
お

路じ

（
現
上
立
売
通
）、

東
は
烏か
ら
す
ま丸
小こ
う
じ路
（
現
烏
丸
通
）、
西
は

室む
ろ

町ま
ち

小こ
う
じ路
（
現
室
町
通
）
を
範
囲
と
し

た
。
義
満
は
翌
79
年
（
康こ
う
り
ゃ
く暦
元
）
に
、

北
接
す
る
花は
な

亭て
い

と
呼
ば
れ
た
邸
宅
に

移
っ
た
が
、
河
川
か
ら
水
を
引
い
て
池

を
造
り
、
四
季
折
々
の
花
が
美
し
く
咲

き
誇
っ
た
庭
園
を
も
つ
両
邸
宅
を
合
わ

せ
て
「
花
の
御
所
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

こ
こ
が
義
満
か
ら
第
13
代
将
軍
足
利

義よ
し

輝て
る

ま
で
お
お
よ
そ
２
０
０
年
の
間
、

政
権
の
拠
点
と
な
り
、
室
町
幕
府
、
室

町
殿
と
も
称
さ
れ
た
。
現
在
、
花
亭
址

に
は
同
志
社
大
学
や
大だ
い
し
ょ
う
じ

聖
寺
、
菊
亭
址

は
マ
ン
シ
ョ
ン
や
住
宅
が
建
ち
な
ら

び
、
幕
府
の
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
な
い
。

　

幕
府
は
室
町
第
に
移
る
ま
で
三さ
ん
じ
ょ
う
ぼ
う

条
坊

門も
ん
ま
で
の
こ
う
じ

万
里
小
路
（
現
中
京
区
柳
馬
場
御
池

周
辺
）
に
あ
り
、
三
条
御
所
と
呼
ば
れ

て
い
た
。

　

こ
れ
以
前
の
31
年
（
元げ
ん

徳と
く

３
・
元
弘

元
）
か
ら
北
朝
初
代
の
光こ
う

厳ご
ん

天
皇
は
、

土つ
ち
み
か
ど
ひ
が
し
の
と
う
い
ん
ど
の

御
門
東
洞
院
殿
を
里さ
と

内だ
い

裏り

か
ら
内
裏

の
使
用
に
変
更
し
て
い
た
。
内
裏
の
す

ぐ
西
北
に
幕
府
が
移
っ
て
き
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
周
辺
が
日
本
の
政
治
の
中

枢
へ
と
変
容
し
、
内
裏
と
上
京
は
公
家

ば
か
り
で
な
く
武
家
の
町
と
も
な
っ
た
。

そ
し
て
、
門
跡
寺
院
や
侍
た
ち
の
菩
提

寺
な
ど
が
相
次
い
で
建
て
ら
れ
、
商
工

業
者
の
下
京
と
は
対
照
的
な
発
展
を
続

け
た
の
は
周
知
の
と
お
り
だ
。

後
継
男
子
が
い
な
か
っ
た

　

こ
の
室
町
第
の
主
役
に
挙
げ
ら
れ
る

の
が
第
４
代
将
軍
足
利
義よ
し

持も
ち

と
第
６
代

将
軍
足
利
義よ
し

教の
り

の
二
人
。
と
も
に
義
満

と
側
室
の
藤ふ
じ
わ
ら
の
よ
し
こ

原
慶
子
の
実
子
で
、
義
持

が
長
男
、
義
教
は
五
男
に
当
た
る
。
四

男
に
義
満
と
側
室
春か
す
が
の
つ
ぼ
ね

日
局
の
子
足
利
義よ
し

嗣つ
ぐ

が
い
た
。

　

義
満
か
ら
将
軍
職
を
譲
ら
れ
、
94
年

（
応
永
元
）
９
歳
で
第
４
代
将
軍
に
就

い
た
義
持
は
、
守
護
大
名
と
も
協
調
し

て
歴
代
将
軍
に
比
べ
て
安
定
し
た
政
権

足
利
義よ
し

教の
り

と
鍋
か
ぶ
り
日に
っ
し
ん親

を
築
き
、
そ
の
在
職
は
歴
代
室
町
将
軍

で
最
長
の
28
年
に
及
ん
だ
。38
歳
の
時
、

17
歳
の
子
義よ

し

量か
ず

に
将
軍
職
を
譲
り
、
等

持
院
で
出
家
し
て
道ど
う

詮せ
ん

と
号
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
わ
ず
か
２
年
後
の
１
４
２

５
年
（
応
永
32
）、
義
量
は
数
え
19
歳

で
急
死
し
て
し
ま
っ
た
。
義
量
は
疱ほ
う

瘡そ
う

を
患
う
な
ど
生
来
病
弱
で
あ
り
、
さ
ら

に
大
酒
飲
み
で
健
康
を
害
し
た
と
言
わ

れ
る
。
妻
帯
も
ま
だ
で
他
に
成
長
し
た

兄
弟
も
い
な
か
っ
た
。
ま
た
幕
府
の
し

き
た
り
と
し
て
、
後
継
者
争
い
が
起
き

https://seishodo.com/
お気軽にお問い合わせください

「
従
是
東
北 

足
利
将
軍
室
町
第
址
」
の
石
碑

（
上
京
区
室
町
今
出
川
東
北
角
）
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な
い
よ
う
に
嫡
男
以
外
の
男
子
は
出

家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
嫡
男
の
義
量
以

外
は
出
家
し
て
お
り
、
後
継
者
が
い
な

か
っ
た
。
義
持
に
は
異
母
弟
義
嗣
（
幼

名
鶴
若
丸
）
が
い
た
が
、
同
年
生
ま
れ

の
も
う
一
人
の
実
弟
春
寅
丸
（
後
の
足

利
義
教
）
と
と
も
に
僧
侶
と
な
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
当
面
は
大
御

所
の
義
持
が
そ
の
ま
ま
幕
府
を
統
括
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

義
円
と
名
乗
っ
た
春
寅
丸

　

春
寅
丸
は
03
年
（
応
永
10
）
10
歳
の

時
に
、
皇
室
や
摂
関
家
の
子
弟
な
ど
身

分
の
極
め
て
高
い
人
々
が
僧そ
う

籍せ
き

と
な
る

た
め
の
門も
ん

跡ぜ
き

寺
院
で
あ
る
青し
ょ
う
れ
ん
い
ん

蓮
院
に
入

り
、
５
年
後
に
出
家
し
て
義ぎ

円え
ん

と
い
う

法
号
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
後
も
学
問
と

仏
の
道
に
邁ま
い

進し
ん

し
、
19
年
（
応
永
26
）

26
歳
に
な
っ
た
時
、
天
台
宗
の
頂
点
で

比
叡
山
延
暦
寺
の
象
徴
で
も
あ
る
第
１

５
３
代
天て
ん

台だ
い

座ざ

主す

に
付
い
た
。
そ
の
才

能
は
「
天
台
開か
い
び
ゃ
く闢以
来
の
逸
材
」
と
も

称
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
ま
ま
比
叡
山

に
と
ど
ま
っ
て
い
れ
ば
天
下
の
名
僧
と

し
て
今
に
伝
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

兄
の
死
で
変
わ
っ
た
運
命

　

と
こ
ろ
が
義
円
の
運
命
は
兄
義
持
の

死
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

義
量
が
急
死
し
た
３
年
後
、
実
権
を
握

り
続
け
て
い
た
義
持
が
28
年
（
応
永

35
）
１
月
、
病
に
倒
れ
た
の
だ
。

　

義
持
は
第
６
代
将
軍
の
指
名
も
拒
否

し
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し

て
「
義
量
死
亡
の
後
に
一
度
石
清
水
八

幡
宮
で
籤く
じ

を
引
き
、
男
児
誕
生
の
結
果

が
出
た
。
そ
の
日
に
は
男
児
誕
生
の
夢

も
見
た
。
そ
れ
な
の
に
も
う
一
度
籤
を

引
く
こ
と
は
神
慮
に
背
く
」
こ
と
を
挙

げ
、
こ
の
た
め
養
子
も
猶
子
も
定
め
な

か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
弟
た
ち
が
将
軍

職
に
耐
え
う
る
器
で
は
な
い
と
考
え
て

い
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

　
「
こ
れ
で
は
幕
府
が
潰
れ
て
し
ま
う
」

と
危
機
感
を
抱
い
た
三
宝
院
満ま
ん

済さ
い

や
管

領
・
畠
山
満
家
ら
重
臣
た
ち
は
評
議
を

開
き
、

・
梶
井
門
跡
義ぎ
し
ょ
う承

・
大
覚
寺
門
跡
義ぎ
し
ょ
う昭

・
相
国
寺
虎こ
ざ
ん
え
い
り
ゅ
う

山
永
隆

・
義
円

の
中
か
ら
次
期
将
軍
を
選
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
。４
人
と
も
義
満
を
父
に
持
ち
、

義
持
の
弟
に
当
た
る
。

　

義
持
は
籤
引
き
を
行
う
に
当
た
っ

て
「
自
分
の
存
命
中
に
籤
で
の
決
定
を

足利将軍家の系図　６代義教は３代義満の実子、５代義量の叔父にあたる
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す
る
な
、
自
分
の
死
後
に
籤
を
引
く
よ

う
に
」
と
命
令
し
た
が
、
重
臣
や
諸
大

名
た
ち
は
「
没
後
に
は
神
前
に
お
い
て

左
右
無
く
こ
の
御
籤
取
り
が
た
か
る
べ

し
」（
没
後
に
神
前
に
籤
を
取
り
難
い
、

籤
を
取
る
ま
で
の
間
の
後
継
者
不
在
は

混
乱
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
）
と
し

て
、
重
臣
た
ち
は
籤
を
作
っ
て
内
々
に

神
前
で
引
き
、
義
持
死
後
に
開
封
す
る

こ
と
を
決
め
た
。

　

同
月
17
日
午
後
、
義
持
は
人じ
ん

事じ

不ふ

省せ
い

（
昏
睡
状
態
と
な
る
こ
と
）
の
危
篤
状

態
と
な
り
、
翌
18
日
夜
に
死
去
し
た
。

享
年
43
。
死
因
は
敗
血
症
と
推
測
さ
れ

る
。
義
持
の
死
の
直
後
の
19
日
、
重
臣

た
ち
が
籤
を
開
封
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ

に
あ
っ
た
の
は
義
円
だ
っ
た
。

前
代
未
聞
の
籤
引
き
将
軍

　

義
円
は
幾
度
か
辞
退
し
た
が
、
重
臣
・

諸
大
名
が
重
ね
て
強
く
要
請
し
た
た
め

応
諾
、
前
代
未
聞
の「
籤
引
き
将
軍
」
と

し
て
還げ
ん

俗ぞ
く

（
僧
か
ら
俗
人
に
戻
る
こ
と
）

す
る
こ
と
に
な
り
、
約
２
ヵ
月
後
に
義よ
し

宣の
ぶ

と
名
乗
り
、
従じ
ゅ

五ご

位い

下げ

左さ

馬ま
の
か
み頭
に
叙

任
さ
れ
た
。
４
月
14
日
に
は
従じ
ゅ

四し

位い

に

昇
任
し
た
が
、
将
軍
の
宣せ
ん

下げ

は
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
鎌か
ま

倉く
ら

公く

方ぼ
う

足
利
持も
ち

氏う
じ

が

将
軍
と
な
る
と
い
う
流
言
が
走
り
、
京

都
に
不
穏
な
空
気
が
流
れ
た
と
も
伝
え

ら
れ
る
。

　

29
年
（
正
長
２
）
年
３
月
義
宣
は
義

教
と
改
名
し
て
参
議
（
日
本
の
朝
廷
組

織
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政
官
の
官
職

の
一
つ
）
近
衛
中
将
に
昇
っ
た
上
で
征

夷
大
将
軍
と
な
っ
た
。
改
名
の
理
由

は
「
義
宣
」
が
「
世
忍
ぶ
」
と
陰
口
さ

れ
不
快
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
初

は
公
家
が
協
議
し
て
新
た
な
名
に
「
義よ
し

敏と
し

」
を
決
定
し
て
い
た
が
、「
教
」
の

字
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
の
声
が
出

て
、
摂
政
二
条
持も
ち

基も
と

を
通
じ
て
こ
れ
を

訂
正
さ
せ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

有
力
守
護
大
名
の
力
削
ぐ

　

将
軍
と
い
う
最
高
権
力
者
の
地
位
に

つ
い
た
義
教
。
元
々
後
継
者
に
な
る
こ

と
が
で
き
な
い
僧
職
で
あ
り
、
義
満
の

よ
う
に
絶
対
的
な
権
力
を
有
す
る
強
い

将
軍
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
積
極
的

に
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
ま
ず
守
護
大

名
の
中
で
も
特
に
権
力
が
あ
っ
た
三
管

領
で
あ
る
斯し

波ば

家
・
畠
山
家
や
、
四
職

で
あ
る
京
極
家
・
山
名
家
の
後
継
者
で

あ
る
、
守
護
大
名
た
ち
の
力
を
削そ

い
で
、

将
軍
の
権
力
強
化
を
目
指
し
た
。
39
年

（
永え
い
き
ょ
う享11
）
に
起
こ
っ
た
永
享
の
乱
で
、

幕
府
の
命
令
に
無
視
し
続
け
て
い
た
足

利
持
氏
を
自
害
に
追
い
込
み
、
鎌
倉
府

を
廃
止
し
て
権
力
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ

た
。
そ
の
や
り
方
は
ど
ん
ど
ん
苛か

烈れ
つ

に

な
り
、
や
が
て
義
教
は
万
人
恐
怖
の
悪あ
く

御ご

所し
ょ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
詳
細
は
次
回
以
降
に
譲
る
と

し
て
、
こ
こ
で
は
日
親
上
人
と
の
軋あ
つ

轢れ
き

に
触
れ
て
お
く
。

日
親
上
人
に
鉄
鍋
の
拷
問

　

日
親
は
07
年（
応お
う

永え
い

14
）
年
に
上か

ず
さ総

（
現
在
の
千
葉
県
）
の
国
に
生
ま
れ
た

日
蓮
宗
の
僧
。
妙み
ょ
う
せ
ん
じ

宣
寺
（
千
葉
県
山さ
ん

武む

市
埴は
に

谷や

）
を
開
山
し
た
父
の
日に
ち

英え
い

か
ら

学
び
、
中な
か

山や
ま

法ほ

華け

経き
ょ
う
じ寺
（
千
葉
県
市
川

市
）
に
入
門
し
た
。

　

27
年
（
応
永
34
）
21
歳
の
時
に
上
洛
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し
、
京
都
や
鎌
倉
な
ど
の
各
地
で
布
教

活
動
を
続
け
た
。
日
親
は
一
条
戻
橋
の

畔あ
ぜ

に
傘
を
た
て
、辻つ
じ

説せ
っ

法ぽ
う

を
行
っ
た
が
、

比
叡
山
延
暦
寺
や
将
軍
家
の
帰き

依え

を
受

け
て
い
た
臨
済
宗
な
ど
の
他
宗
派
か
ら

激
し
く
糾き
ゅ
う
だ
ん弾さ
れ
た
。
33
年（
永
享
５
）

に
は
中
山
法
華
経
寺
に
代
表
さ
れ
る
中

山
門
流
総
導
師
と
し
て
肥
前
国
（
現
在

の
佐
賀
県
・
長
崎
県
の
一
部
）
で
門
徒

を
指
導
し
た
も
の
の
厳
し
い
折し
ゃ
く
ぶ
つ伏が
反

発
を
買
い
、同
流
か
ら
破
門
さ
れ
た
が
、

37
年
（
永
享
９
）
再
度
上
洛
し
て
本
法

寺（
当
初
は
東
洞
院
綾
小
路
に
あ
っ
た
）

を
開
い
た
。

　

40
年
（
永
享
12
）
２
月
、
日
親
は
乱

れ
た
世
の
中
を
法
華
経
に
よ
っ
て
救
お

う
と
、
将
軍
義
教
へ
説
法
す
る
機
会
を

得
た
。
一
回
り
以
上
も
年
配
の
義
教
に

対
し
自
ら
著
し
た
『
立り

っ
し
ょ
う
ち

正
治
国こ
く

論ろ
ん

』
を

示
し
て
、
将
軍
家
の
日
蓮
宗
へ
の
帰
依

や
諸
寺
院
の
日
蓮
宗
改
宗
を
説
い
た

が
、「
一
僧
侶
が
将
軍
に
諫
言
す
る
と

は
僭せ
ん
じ
ょ
う上の
沙
汰
」
と
逆
に
投
獄
さ
れ
て

し
ま
い
、
寺
は
破
却
さ
れ
た
。

　

義
教
は
日
親
の
説
法
に
激
し
く
反

発
、
鍬く
わ

を
焼
い
て
脇
腹
に
押
し
付
け
た

り
、
二
度
と
喋
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
に
舌
先
を
切
り
取
っ
た
り
、
真
っ
赤

に
焼
け
た
鉄
鍋
を
頭
に
か
ぶ
せ
る
な
ど

拷
問
を
加
え
続
け
た
。
こ
の
鍋
は
終
生

頭
か
ら
取
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
伝
説
が
生
ま
れ
、「
鍋
か
ぶ
り
上
人
」

「
鍋
か
ぶ
り
日
親
」
等
の
名
が
付
い
た
。

「
仏
罰
は
必
ず
現
れ
る
」

　

義
教
は
こ
の
折
檻
を
冷
や
や
か
に
眺

め
「
自
分
が
こ
の
よ
う
に
法
華
の
僧
を

責
め
て
も
将
軍
に
は
罰
は
当
た
ら
な
い

で
は
な
い
か
」
と
嘲
笑
し
た
が
、
日
親

は
「
仏
罰
は
百
カ
日
以
内
に
必
ず
現
れ

る
で
あ
ろ
う
」
と
予
言
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
言
葉
ど
お
り
翌
41
年（
嘉か

吉き
つ

元
）

の
嘉
吉
の
乱
で
義
教
が
赤
松
満み
つ

祐す
け

に
暗

殺
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
親
は
よ

う
や
く
赦し
ゃ

免め
ん

さ
れ
た
。
本
法
寺
は
63
年

（
寛
正
４
）
に
町
衆
の
本
阿
弥
清
延
の

協
力
を
得
て
再
建
さ
れ
、
多
く
の
僧
侶

た
ち
が
住
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
日
親

は
こ
の
経
過
を
見
届
け
88
年（
長
享
２
）

に
入
寂
し
た
。
享
年
82
。
灼
熱
の
鍋
を

頭
か
ら
か
ぶ
せ
ら
れ
、
舌
を
切
ら
れ
て

も
生
涯
、
不ふ

受じ
ゅ

不ふ

施せ

義ぎ

（
法
華
経
を
信

仰
し
な
い
者
か
ら
布
施
を
受
け
た
り
、

そ
の
よ
う
な
者
に
仏
法
を
説
い
て
聞
か

せ
た
り
し
な
い
こ
と
）
を
説
き
続
け
た

と
い
う
。

（
福
井 

和
雄
）

日親像
（本法寺蔵 伝狩野正信筆）



─ 15 ─ ─ 14 ─

だいおう じ かん あやめ

　　　　　　　　　　　　　 大雄寺（京都市上京区三番町284）：寒菖蒲
　　　　　　　　　　　　　 撮影:写真家 水野克比古氏表紙写真表紙写真表紙写真表紙写真　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　 

　大雄寺は、1602年に慶誉上人が創建した400年以上の歴史を持つ浄土宗のお寺。山号は金龍山。阿弥陀如来を御本尊と
している。江戸時代1788年の天明の大火で一度焼失したが、再建。
　境内には、江戸時代の儒医者・松下見林（1637-1703）の碑が建てられている。松下見林は、医学、儒医、国学、算術、経学
に通じていたと伝わる。著書に『日本三代実録』の校訂出版、外国資料による日本史研究書『異称日本伝』などがあり、大雄寺内
にお墓がある。
　また、若干30歳で戦死した映画監督山中貞雄氏への追悼の碑も建つ。碑文は、名監督小津安二郎氏によるもので「～幾多
の名作を世に問ふ、その意匠の逞しさ、格到の美しさ、洵に本邦藝能文化史上の亀鑑として朽ちざるべし～」と記載されている。

けい

けんりん

お づ

よ

ボランティア活動
　上京区総合庁舎前の花壇をボランティアとし
て、毎日水やりや手入れをしています。１１月２８日
には、一斉植替えを行い、オリーブとパンジーを新
たに植えました。立派なオリーブと可愛らしいパ
ンジーは来庁者の目を楽しませてくれます。

「みんなで
  花を咲かそう」

　１１月１２日に本山 叡昌山 本法
寺にて裏千家の懸釜で開催しまし
た。密を避けるため人数制限を行
い開催することが出来ました。秋
の深まる美しいお庭を見ながら、
心休まるひとときをお過ごしいた
だきました。

　９月２１日に白峯神宮に
て３年ぶりに開催しました。
晴天に恵まれ、かがり火が
ゆらめく中で演じられる幽
玄の世界をお楽しみいた
だきました。

上京薪能上京薪能 上京茶会
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「
上
京
・
史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
地
域
力
推
進
室
ま
ち
づ
く
り
推
進
担
当
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

ま
た
、
上
京
区
役
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

表紙題字／吉川蕉仙氏　　表紙写真／大雄寺：寒菖蒲　水野克比古氏
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